
 

瑞浪商工会議所に ［会員限定］ 家賃支援給付金申請相談窓口を開設

しております。家賃支援給付金に関する相談や申請のサポートを致しま

すので、会員の方はぜひご利用ください。 
 

「家賃支援給付金」を申請予定の当所会員の方  

支給対象（➀➁➂すべてを満たす事業者は給付対象の可能性があります） 

➀資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを 

含む個人事業者 

※医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。 

➁５月～１２月の売上高について、いずれかにあてはまる 

・いずれか１ヶ月の売上の前年同月比５０％以上減っている 

・連続する３ヶ月の合計で前年同期比３０％以上減っている 

➂自らの事業のために占有する土地・建物の賃料支払いをおこなっている

 

時 間 平日９時～１２時 、１３時～１７時（土日祝を除く） 

     ※完全予約制にて随時対応いたします 
 

・家賃支援給付金の対象となるのか分からない 

・家賃支援給付金の申請方法が分からない 

・パソコン、スマートフォンでの操作手順を知りたい、手伝ってほしい 

・パソコン、スマートフォンの操作方法が分からない、操作が苦手 

その他何かご不明な点がありましたら相談窓口までお問い合わせください。 
 
 

お問い合わせ 

予 約 申 込 先 瑞浪商工会議所 ☎６７-２２２２ 
  

瑞浪商工会議所 ・  

家賃支援給付金申請相談窓口 

対象 

 要予約 
相談 
内容 



申請前事前必要書類等 
 

法 人 
 

 

個 人 

□ 確定申告書別表一の控え 

□ 法人事業概況説明書の控え 

 (対象月の属する事業年度の直前の事業年度分) 

 ※申請にもちいる売上が減った期間が複数年度 

にまたがる場合は、それぞれ比較する事業年 

度の確定申告書類を添付すること。 

 

 

□ 2019 年分の確定申告書類  

 ・2019 年分の確定申告書第一表の控え 
・月別売上の記入のある 2019 年分の 

所得税青色申告決算書の控え（ある方） 

□ 本人確認書類(住所・氏名・明瞭な顔写真 

のある下記のいずれか) 
 ⑴運転免許証(両面)  

⑵個人番号カード(表面のみ) 

⑶写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ) 等 

 

 
 

 
 
 

□ 売上が減った月・期間の売上台帳など 

 ・経理ソフトから抽出した売上データ 
 ・表計算ソフト（エクセルなど）で作成した売上データ 
 ・手書きの売上台帳のコピー 

 (2020 年○月と明確な記載があるもの) 

□ 賃貸借契約書の写し 

 ※契約書は、申請者ご自身の名義で契約されていること、 
2020 年 3 月 31 日と申請日の両方で有効なものであることが必要 

□ 直前３カ月間の賃料の支払い実績を証明する書類 

 銀行通帳の支払い実績がわかる部分の写し（３カ月分）など 
 ※該当する振込が分かるよう対象箇所に印をつけてください 

□ 申請者本人名義の口座通帳の写し 

  ※通帳の表面及び、通帳を開いた 1・2 ページ目  
 ※電子通帳など、紙媒体の通帳がない場合は画面コピー 

□ 誓約書 

自署の誓約書（代表者の方の自署が必要です） 
 

※確定申告書別表一の控え、確定申告書第一表の控えには収受日付印の押印、または電子 

申告の日時・受付番号が記載されていること。 

※e-Tax による申告の場合は「受信通知」を添付すること。 

法人・個人 共通必要書類 

注
意 


